
１　指定事項変更届に必要な書類

①指定事項変更届出書

②給水装置工事主任技術者の選任・解任届（免状又は主任技術者証の写しを添付）

③変更内容に応じて下記書類を添付

名称
※１

代表者 役員 住所 事業所
氏名
※２

住所 事業所

定款（写し） ● ● ●
「申請の日付」及び「この定款
は、当社の現在有効な定款の写
しに相違ありません。」と記載

登記事項証明書（原本） ● ● ● ● 発行から３カ月以内のもの。

住民票（原本） ● ● 発行から３カ月以内のもの。

誓約書 ● ●

※２　「氏名の変更」とは個人事業者本人の氏名変更のこととなります。

２　廃止・休止・再開の届出について

　廃止、休止した日から３０日以内に提出してください。

　廃止の場合は「指定給水装置工事事業者証」の返納をお願いします。

　再開について、再開する日から１０日以内に提出してください。

３　提出方法

　持参又は郵送

※事業者証の内容に変更のある届出については、後日、事業者証の受取が必要となります。

　配水管理課までお越しいただくか、返信用封筒に切手を貼って提出してください。定形外郵便物（規格内、50ｇ以内）

４　申請場所及びお問い合わせ

　〒８０３－８５１０　北九州市小倉北区大手町１番１号

　北九州市上下水道局 水道部 配水管理課 給水係（小倉北区役所内　西棟４階）

　ＴＥＬ：０９３－５８２－３０６６、ＦＡＸ：０９３－５８３－３５２２

　Ｅ-ｍａｉｌ：sui-haisui@city.kitakyushu.lg.jp

※１　有限会社から株式会社への組織変更のみ同一法人とみなし、名称変更が可能となります。
　　　事業継承、合併、個人から法人への組織化はできません。新規の手続きとなります。

指定事項の変更等について

法　人 個　人

備　考

mailto:sui-haisui@city.kitakyushu.lg.jp

